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令和７年度北九州専門医レジデント制度 募集要項 

（小児科専門医・産婦人科専門医コース） 

 

◆ 制度の概要 

１ 制度の目的 

    北九州市民が安心して子供を産み育てられる環境整備を推進するため、医師確保

が困難な小児科及び産婦人科専門医を目指す医師に対し、研修資金を支給するこ

とで研修を支援し、地域で小児科及び産婦人科専門医を育成するとともに、北九

州市定着を図ることを目的とする。 

 

 ２ 支援の対象者  

 （１）対象者について 

・福岡県内の専門研修プログラム※に採用されて、かつ北九州市内の専門研修 

基幹病院もしくは専門研修連携病院において、小児科または産婦人科の専門 

研修を行う専攻医（１～３年目）で、将来、北九州市の地域医療に貢献する 

明確な意思を持つ者。 

※一般社団法人日本専門医機構が承認した専門研修プログラム整備基準に 

基づき、県内の専門研修基幹病院が作成し同機構の認定を受けた専門研修 

プログラムのこと。 

（２）定員について  

３０名程度（小児科専攻医及び産婦人科専攻医の合計で３０名程度） 

 ※専門研修病院ごとの定員は、小児科専攻医「４名」、産婦人科専攻医「４名」

の「合計８名程度」といたします。 

 

 ※募集条件として、支給決定者に対し以下二点がございます。 

・「医師会への入会」（本会入会金：１万円、会費：医学部卒業後５年間は無料） 

・「医師会主催の研修会等への積極的参加」 

 

（３）支援の対象外となる者について  

本制度と同種の支援制度の支給を受けている者は、本制度の支援対象外と 

なります。 

 

 ３ 令和７年度の募集締切について 

令和７年５月８日（木） 

 

４ 支給金額・支給期間  

（１）支援金額：月額２万円～10 万円（年間 24 万円～120万円） 

※支給金額は、採用人数により決定いたします。 

※研修資金の返済義務はありません。 

（２）支援期間：１年間（当該年度） 

 

５ 研修資金の用途  

専門医資格の取得を目的とした学会や研修会等、学習機会への参加等に要する経

費に充てるための経費。  

※使用用途についての報告は必要ありません。 
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６ 支給の中止・停止  

受給者が次のような状況になった場合、研修資金の支給を中止または一時停止し 

ます。  

・専門研修を中止または休止した  

・心身の不調のため専門研修を継続できなくなった 等 

 

◆ 北九州専門医レジデント制度申請から研修資金交付までの手続き 

１ 北九州専門医レジデント制度の申請   

以下の書類を北九州市医師会まで提出してください。 

北九州市医師会（北九州専門医レジデント制度選考委員会）において、書類選考

の上、支援の適否について申請者に通知します。 

※支給決定者には、本会より「北九州専門医レジデント制度支援認定証」を交付

します。 

提出書類 備考 

①北九州専門医レジデント制度申請書

（様式第１号） 

当該制度の申請書です。別紙は、将来、本

市の地域医療に貢献したい、本市の医療

機関で働きたい等の考えを記入していた

だく書類です。 

②推薦調書（様式第２号） 

研修中の専門研修を実施している専門研

修基幹病院もしくは連携病院の管理者ま

たは研修プログラム統括責任者に記入し

ていただく書類です。 

③医師免許証の写し 
医師法第６条第２項に規定されている医

師免許証のコピーです。 

 

２ 研修資金の交付 

 支給月分 支給月 

１回目 ４・５・６・７月分 ７月中旬頃 

２回目 ８・９・10・11月分 10月中旬頃 

３回目 12・１・２・３月分 ２月中旬頃 

 

◆ その他届け出が必要な場合 

  支援期間中及び専門研修修了後※に以下の事由が生じた場合、速やかに指定の様式

にて北九州市医師会にご報告いただきます。 

事由 提出様式 

専門研修を中止した 

研修資金の支給を辞退する 等 
辞退届（様式第３号） 

専門研修を休止した 等 停止届（様式第４号） 

専門研修を再開した 等 再開届（様式第５号） 

転居に伴う住所変更 等 変更届（様式第６号） 

専門研修修了後の勤務先が決定した※ 勤務先届（様式第７号） 

 

◆ 申請・届出受付先（お問い合わせ先） 

  公益社団法人 北九州市医師会 

〒802-0077 北九州市小倉北区馬借１丁目７－１ 総合保健福祉センター７Ｆ  

   ＴＥＬ：０９３-５１３-３８１１  ＦＡＸ：０９３-５１３-３８１６ 

   Ｅ-ｍａｉｌ:info@kitakyushu-med.or.jp 


